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主 要 判 決 紹 介 ・ 解 説

事案の概要

本件は、考案の名称を「ベッド」とする実用新案登録第3213223号（本件実用新案登録（登録時の請求
項の数10））に対する無効審判請求（無効2024－400001号）において、「請求項１～10に係る考案について
の実用新案登録を無効とする。」として請求人の請求を認容した審決（本件審決）の取消訴訟である。
原告が主張する取消事由は、本件考案１ないし５、７、８及び10に係る新規性に関する判断の誤り（取
消事由１）、本件考案６の進歩性に関する判断の誤り（取消事由２）、及び本件考案９の進歩性に関する

≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（ベッド－本件考案１と甲１考案との間に相違点がないと判断した点において、結論に
影響をもたらす誤りがあったと認め、新規性欠如等により実用新案登録を無効とした

無効審判の審決が取り消された事例）［上］（全２回）

−令和７年（行ケ）第10003号、令和７年９月30日判決言渡−




